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委託業務仕様書 

 

 

１ 業務名   

結婚サポート事業「令和８年度若年層向け結婚観醸成支援事業」運営業務委託 

 

 

２ 趣旨 

  現代では、若者を取り巻く環境の変化により、結婚や家族のあり方に対する価値観が多

様化し、結婚を望む気持ちはあっても、将来像を具体的に描けず不安や迷いを抱える若者

が増えている。また、結婚に関する身近な体験や対話の機会が減少し、人生の節目やパー

トナーシップについて主体的に考える機会が限られているという課題がある。 

  このため、本事業では、結婚式づくりという人生の節目に関わる体験を一つの題材とし

て、若者が協働や対話を通じて多様な結婚観・家族観について考える機会を提供する。体

験的な学びを通じて、将来のライフデザインの中で結婚を含む様々な選択肢を前向きに捉

えられる社会づくりを目指す。 

 

３ 目 的 

  学生や若者世代が、結婚式づくりへの主体的な参画体験を通じて、人生の節目やパート

ナーシップについて具体的に考える機会を創出し、将来のライフデザインの中で結婚を含

む多様な選択肢を前向きに捉えられるようにすることを目的とする。 

  

４ 委託期間 

  契約締結日～令和９年３月３１日（火） 

 

５ 業務の内容 

（１） 企画・運営支援 

・事業全体の進行管理およびスケジュール管理 

・新郎新婦、学生・若者との調整 

・事業目的を踏まえた体験設計および運営方針の整理 

（２） 若者向けワークショップの企画・運営 

・結婚・家族・パートナーシップに関する多様な価値観を学び、共有する機会の提

供 

・結婚式のコンセプトづくり、演出、装飾等に関する基礎的な知識の習得 

・若者が主体的に企画案を検討し、共同で結婚式の内容をつくり上げるためのプ

ログラム設計 

・ワークショップの進行、教材の作成、意見の整理および企画への反映 

・体験後の振り返りや気づきを言語化する仕組みの導入 

（３） 結婚式当日の運営 

・若者スタッフの配置・役割分担 
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・当日の進行管理、会場設営、撤収 

・安全管理、トラブル対応 

（４） 広報・記録業務 

・活動記録（写真・動画等）の作成 

・実績報告書（アンケート結果含む）の提出 

    

６ 業務の詳細 

（１） 事業の企画 

・本業務の目的に沿った内容とすること。 

（２） 事業の準備 

・会場予約、必要物品の手配等、開催に係る事前準備を行うこと。 

・新郎新婦、若者との打合せ調整を行うこと。 

・タイムスケジュールおよび役割分担の整理を行うこと。 

（３） 事業の広報及び集客 

・広報物のデザイン作成、頒布を行い、参加者募集に努めること。 

・広報物の内容やデザイン等については委託者と協議の上決定すること。 

・その他、集客性を高める効果的な広報を行うこと。 

（４） 事業の運営 

・全体の司会進行及び管理を行うこと。 

（５） 事業の実施報告 

・参加者アンケートを含む実績報告書を作成し、全行程終了後に速やかに委託者

へ提出すること。 

 

７ 業務上の注意事項、  

（１）地震、風水害（荒天、降雨含）、落雷、事件、事故、疾病等、委託者の責によらな

い事由により事業が中止となった場合、支払いは実費相当分のみとする。  

（２）成果物納入後に発生した受託者側の責めに帰する不備が発見された場合は、速や

かに必要な措置を講じるものとし、これに要する経費は受託者負担とする。  

（３）受託者が本仕様書に定める内容に違反した場合は、委託者が委託金を支払わず、

また、既に支払った委託金の全部又は一部を返還させることができるものとする。 

 

８ 業務委託仕様書の内容変更  

本業務の実施にあたり、委託者が特に必要と認めた場合は、受託者との合意のもと、

本仕様書の一部を改変することができるものとする。 

 

９ 秘密の厳守 

   受託者は、本業務の履行中に知り得た秘密情報（委託者が秘密と指定する全ての情

報）および秘密資料（秘密情報に関する資料（以下、「秘密情報」という。））に関し、

次に掲げる事項を遵守し、適正に取り扱わなければならない。  
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（１）個人情報保護に関する法律の遵守  

受託者は、別紙「受託事業者における情報セキュリティに関する事項」および「個

人情報取扱特記事項」を遵守するものとする。  

（２）目的外利用および外部提供の禁止  

受託者は、秘密情報等を自社内限りで本業務の実行においてのみ使用できるもの

とする。秘密情報等は厳重に管理し、委託者における事前の書面による承諾なし

には秘密情報等の全部又は一部を第三者に開示できない。  

（３）複写および複製の禁止  

受託者は、秘密情報等を委託者の文書による承諾なしには複写および複製しては

ならない。 


